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　連携して取り組みを進める組織の設置については、まちづくり部局・観光部局とも含
めまして調整していただければと思います。
　また駐車場整備につきましては、基本的には史跡の指定地外であると考えておりま
す。ただちに駐車場整備とはなりませんが、当面間は当地を訪れやすい環境整備に
努めたいと考えております。
　丹波国分尼寺跡の史跡指定については、今後進めて行くべき課題であると認識し
ています。また構想には丹波郷土資料館の建設を記載しているところですが、京都
府の見解から困難であると認識しています。それに合わせまして文化資料館の移設
については平成２８年度から文化資料館協議会において現在の資料館のあり方や新
資料館の実現に向けて検討いただいているところです。

教育部長 ③検討 　こん談会での回答のとおりです。

　現在景観登録を目指して京都府と協議をしているところです。その中で亀岡まるご
とガーデンミュージアム構想を立ち上げ、川東地域の昔ながらの風景の再現をしてい
くことがその中に入っています。国分寺の駐車場については、亀岡園部線から国分
寺に道がきていますが、駐車場への道も整備していくことを考えていかなければなら
ないかと思っています。文化庁に正式に言うと難しいという返事となりますが、少し変
化球的な対応をしていきたいと考えています。拠点として国分寺はもちろんのこと、七
谷川の野外活動センターは本年度整備する予定となっています。旭町のなごみの里
あさひでは７月からレンタサイクルを設置していますので、自転車で川東地域を巡っ
てもらうことも含めて考えていければと思っています。あわせて看板をどのように配置
していくか考え、４町の水鳥の里のエリアを点から線でつなぎ、面となる取り組みを進
めてまいりたいと考えています。

市長
（教育部）

②実施予定

　七谷川野外活動センターについては、地方創
生拠点整備交付金を活用し、ツリーハウスでの宿
泊を再開すると共に「あずまや」の新設等を行い、
川東地域におけるにぎわいの拠点づくりを目指し
ます。

　亀岡市のふるさと納税の返戻品の中には関西盲導犬協会が設置されている盲導
犬訓練への支援というものがあります。その場合、寄付者から寄附申し込みがあれば
関西盲導犬協会に寄付額の３割が直接支払われる仕組みとなっております。このよう
な仕組みで自治会さんからご提案いただきました各町への取り組みの支援をライン
ナップに含めることは可能だと考えております。ふるさと納税の申込メニューとして各
町における取り組みへの支援等を同様の方法でラインナップに含めることは可能で
あります。このことで業務委託先のインターネットサイトを通じて、遠くにお住いの家族
や地元出身者などより多くの方にふるさと馬路町への直接支援を呼びかけていただ
くことができ、自治会の主体的な取り組みにもつながると考えますが、実施にあたって
は、亀岡市自治会連合会でご協議いただき、他町の意向も伺う中で希望される町を
取りまとめていただくこととなると思われます。

市長公室長 ⑥その他

　各町における取組支援をふるさと納税のメ
ニューとしてインターネットサイトへ掲載するため
には、参加される自治会において返礼品を設定
し、寄附者へ送付する供給体制の構築等が必要
となります。
　当日の回答で申し上げましたとおり、まずは、亀
岡市自治会連合会でご協議いただき、参加される
自治会の意向に基づいて手続き等の相談に応じ
させていただきますので、よろしくお願いします。

ふるさと納税制度は税の控除の関係があり、一度市に入れないと税が控除できない
ことになりますので、その点をご理解いただきながら地元に還元される仕組みを市長
公室長が申しました形で進めていければと考えております。

市長
（市長公室）

⑥その他 　上記と同じ

1 馬路町
丹波ニュー風土記の里整備構想の
早期着手について

2 馬路町
地域のおける元気高齢者対策に充
当する「亀岡版ふるさと納税制度」
創設について
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　本市では、「ゆう・あいステッププラン～亀岡市男女共同参画計画～」の重点プラン
の一つとして「市民活動・地域活動における男女共同参画の促進」に取り組んでお
り、特に地域とのつながりにおいては自治会と共催で「ゆう・あい地域講座」を開催し
ているところです。そうした講座や各種啓発事業の成果により、自治会運営の中で女
性役員が必要であるという認識がされるとともに女性の中からも自治会運営に関わり
たいとする意欲が生まれ、結果として自治会での女性役員登用が増加することを期
待しております。また自治会の規約などに関して行政が一方的に義務を課せる立場
ではなく、自治会ごとに事情がちがうことから一律の登用目標の設置や財源支援は
困難であると考えますが、各自治会に対して効果的な働きかけができるよう現状と課
題の把握に努めてまいります。
　市としても、まちづくりには女性の意見は当然必要であると考えています。男女共同
参画計画の中でも市役所には多くの委員会があり、委員会の組織構成に関しても女
性登用比率を５０％とする目標を立てていますが、目標に達しないのが現状となって
います。今後は、自治会に出向いて開催する「ゆう・あい地域講座」等の講座を積極
的に活用いただくよう働きかけをおこないます。講座の開催にあたっては自治会と打
ち合わせを重ねることとなりますが、そうした関わりの中で女性役員登用についての
考え方や仕組み等の現状と取り組むべき課題の把握に努め、各自治会に共通すると
思われる課題があれば、一般対象としたセミナーや啓発事業に反映することとしま
す。

生涯学習部長 ⑥その他

　１２月２日（土）には、地域で男女共同参画につ
いて考えていただくための「ゆう・あい地域講座」
を馬路町で開催しました。
　また、１２月７日（木）には、地域での課題の一つ
として、男女共同参画の視点から見た災害時の避
難所運営を取り上げた「ゆう・あいセミナー」をガレ
リアかめおかで開催し、多くの市民に参加いただ
きました。
　今後も、このような講座や啓発事業を行ってまい
りますので、男女共同参画を考えていただく機会
として御活用いただきますようよろしくお願いいた
します。

　地域こん談会も折り返しになり、各自治会へ行きますとこのような場には女性が１～
２人程度しか参加されていないのですが、馬路町では役員の約３割にあたる１０名の
女性が参加していただいているということで、大変良い事であると思っています。平成
２９年７月２９日から新たな農業委員会で前農業委員会へ各町女性を登用してほしい
と依頼をしました。１００％ではないですが、概ね女性の登用をいただく中でいい形に
なりました。どこかが旗を振らないと動かないというのはあると思いますが、行政が自
治会の懐に手を突っ込むことは、いろんな反発を受けるだろうと思っておりますので、
柔らかな啓発に努めてまいりたいと考えております。様々な場での女性の参画は、地
域にとっても亀岡市にとってもより配慮のできたまちづくりが進むと思いますので、今
後とも積極的に推進いただければと思っております。

市長
（生涯学習部）

⑥その他 　同上

4 馬路町
川東保育所の早期移転改築等につ
いて

　川東保育所の園舎については、昭和５０年に建築され４０年以上が経過し、老朽化
が著しく、また耐震診断の状況から、早期に耐震化工事を進めていく必要がありま
す。保育環境を確保するため、施設の耐震化や機能改善を検討してまいりたいと考
えています。
工事の手法については、改修工事で行なうのか建替工事で行なうのか等事業費や
工事中の保育環境等を含め検討しているところです。
　今回、地元のみなさまからご提案いただいた内容も踏まえ、安全安心な保育環境
づくりに取り組んでいきたいと考えています。工事の実施時期については、児童の安
全確保の観点からも、早い時期に判断する必要があると考えています。川東保育所
の耐震化等工事については、保護者の皆さまや地元関係者の皆さまのご意見を伺
いながら検討を進めてまいります。

健康福祉部
子育て支援担当部長

③検討
　児童の安全確保のため、施設の耐震化につい
て実施を考えていますが、工事手法等は現在検
討しているところです。

3 馬路町
各町自治会役員の女性登用制度の
確立と交流による各自治会組織の
拡充・活性化について
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5 馬路町

避難行動要支援者名簿の整備に
は、民生委員及び地元自治会等、
日頃から見守り活動に関わっている
地元住民を熟知しているサイドから
の情報を十分活用すべきではない
のか。

　従来であれば、ふれあいネットワークで民生委員さんが各ご家庭をご訪問いただ
き、登録の呼びかけをいただいて高齢者・障害者の名簿を作成いいただきました。件
数としては約７，０００件となっております。その中には元気な高齢者もおられ、助ける
側の方もおられることから見直しが必要であると民生委員さんにもお話させていただ
いていたところです。
　そのような中、災害対策基本法が改正され市町村は決められた要支援者名簿を作
成しなければならなくなりました。要支援者名簿は、単身又は高齢者のみ世帯の障
害者・要介護認定３以上・身体障害者手帳等お持ちで、自力で避難が出来ない方に
限定されており、市内では１，７５２名がその対象となります。その中で名簿の情報を
提供してもいいとの同意を得ましたのが９５７名となっています。この方について各町
別に名簿を作成しまして民生委員・消防・自治会・警察等へ配布しているのが現状と
なっています。この名簿おいて馬路町では４５名、同意を得ているのが２１名となって
いますので、２１名の名簿しか配布できていない状況となっております。災害発生の
恐れがある場合４５名分の名簿は提供できることとなりますが、このほかに民生委員・
消防団・自治会がそれぞれ把握している情報を持ち寄っていただき、独自の名簿を
作成いただきたいと思っております。市としましては、現在お渡しできるものしか提供
できず、これですべてをまかなえるとも思ってもおりません。昨年から名簿をお渡しし
ておりますが、その後の活用については、十分な説明ができていなかったことは把握
しておりますので、ふれあいネットワークに登録していただいた方が今後どうなるのか
という問題もあります。今後はふれあいネットワーク登録者に通知をいたしまして、状
況報告と今後自治会で名簿を作成いただきたい旨も含めて連絡させていただきます
のでよろしくお願いいたします。

健康福祉部長 ②実施予定

　災害対策基本法の改正により作成した避難行
動要支援者名簿については、情報を平常時から
支援者へ提供しても良いとの同意を得た馬路町２
１名の方の名簿を、民生委員・消防・自治会・警察
等へ配布しており、今年度も更新して情報提供を
行いました。
　また、この名簿については、現在掲載されてい
ないものの、要件に該当し支援が必要と考えられ
る対象の方については、各地区を担当されている
民生児童委員を通じて市へご連絡をいただくこと
としており、名簿の充実を図ることで、災害発生時
の避難支援につながるよう努めてまいります。
　こん談会時に回答いたしました「ふれあいネット
ワーク名簿」への登録者には、１０月にチラシを送
付し、災害に対しての備えについての啓発を行っ
たところです。

6 馬路町
亀岡川東学園グラウンドへ照明灯３
基増設について

　地元自治会さんが事業主体となり、自治振興補助金を利用して設置するとお聞きし
ておりますので、事業の実施につきましては馬路財産区さんと自治会さんで協議い
ただき、自治振興補助金の制度をご活用いただければと思います。照明灯について
は、教育委員会からは一定の明るさは確保していると聞いていますのでご理解いだ
きますようよろしくお願いいたします。

総務部長 ⑥その他 　こん談会での回答のとおりです。
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　自治会が主体となって設置していただく防犯カメラについては、補助率１／２・限度
額５０，０００円の制度を活用いただければと思います。今年度、馬路町では３台とお
聞きしており、財源の確保はしておりますので、７月末までに申請いただきましたら補
助対象として補助していこうと考えております。
　交通安全対策につきましては、本市では市民に安全運転をしていただく『かめおか
「セーフティドライブ」プロジェクト』を進めています。これは７月２０日から夏の交通安
全運動の始まりにあわせて実施するもので、自分が安全運転をしながら、マグネット
シールを後方に貼ることで後ろの車にも安全運転を啓発する取り組みとして進めてお
りますので、ご協力いただきたいと思います。
　また、市民力による犯罪防止効果を目指す取り組みとして、市民が自家用車等に
設置されているドライブレコーダーを「動く防犯カメラ」として活用し、まちの見守り体
制を強化する「かめおか「まち・レコ」プロジェクト」を進めており、同じく市民ボランティ
アを募集しております。こちらもマグネットシートで車に貼り付けて走行いただく取り組
みです。既に、京阪京都交通や京都タクシーの１８７台の車と協定を結んでおり、そ
の車に設置されているドライブレコーダーで見守りを行っていただいています。これ
は街ぐるみ・人ぐるみで安全安心なまちづくりをするという発想であり、全国的にもこ
のような取り組みはないと思います。その他に亀岡市が先行して取り組んでいくような
アイディア等ありましたらご提案いただければと思います。

総務部長 ⑥その他 　こん談会時の回答のとおりです。

　府道・市道に接する農道に一旦停止線を設置する場合は、道路交通法に係る規制
の対象となることから道路管理者と京都府公安委員会が協議・検討し対応していただ
くこととなりますので、勝手に表示を設置することはできませんのでご理解ください。
農道と農道となりますとこういった規制はありませんので、農道の管理者である土地改
良区と自治会で協議いただき設置いただければと思います。

産業観光部
農政担当部長

⑥その他

　府道・市道に関係する農道については、京都府
公安委員会との協議が必要となります。農道と農
道の場合は、亀岡市川東土地改良区と自治会で
協議をお願いします。

　府道における交通規制につきましては、公安委員会で交差点表示を促す掲示板・
路面標示等については道路管理者が対応することとなっています。府民公募型整備
事業で要望していただくというのが早い対応となると考えております。一方、亀岡市道
における停止線等の設置については、地元からの要望を踏まえまして公安委員会へ
現状報告いたしまして実施について判断されているところです。また市道における交
差点注意を促す看板・路面標示の設置につきましては、緊急度の高いところから順
次検討しているところです。地元の意向を踏まえまして関係機関へ働きかけながら、
安全安心なまちづくりに努めてまいりたいと考えております。
　道路の監視カメラの設置については、道路の交通状況・路面状況・事故状況を把
握する上で有効な手段であると認識しているところです。しかしながら現状において
道路監視カメラを設置しているのは交通量が非常に多い高速道路、国道の一部でし
か設置されておりません。市道での設置例はなく、コストや交通量の関係・カメラの設
置による交通事故の減少・車両のスピード抑制効果の効果を検証検討していかなけ
ればならないと考えております。

土木建築部長

④要望

②実施予定
⑥その他

・こん談会時回答のとおりです。

・今年度、特に危険な交差点については路面標
示等の設置を行います。

7 馬路町
府道と市道・農道、市道と市道・農
道との交差点等における安全対策
の強化について
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8 馬路町
三ツ辻区内のカーブミラー設置につ
いて

　カーブミラーの設置につきましては、自治会を経由しまして土木管理課に提出いた
だいております。各自治会から６月中に要望を提出いただくこととなっており、現在職
員が要望場所の確認中でありまして、危険度・緊急性の高いところから実施させてい
ただきます。ご要望の箇所についてはまだ回答できませんのでご理解をお願いいた
します。

土木建築部長 ③検討 　こん談会での回答のとおりです。

　平成２７年からお話しをいただいておりまして、その当時現場確認の申し入れもして
おります。今後も所有者の方に申し入れをしていきたいと思いますのでよろしくお願
いいたします。

産業観光部
農政担当部長

③検討 　こん談会での回答のとおりです。

　馬路町だけでなく、旭町でも臭気の問題がありまして、直接話に行こうかと考えてお
ります。南丹市や保健所に伝えるだけでなく、私からも文書も含めて農業のトップとし
て対応してほしいと言わせていただきますのでもうしばらくお待ちください。

市長
（産業観光部）

③検討 　こん談会での回答のとおりです。

10 馬路町 北区内の側溝水路の改修について

　農業用排水路であれば、産業観光部で土地改良事業に該当するかどうか検討い
たします。いずれにせよ現地を確認させていただきます。道路側溝となると土木建築
部となりますので、一緒に現場を確認しましてどのよう事業が可能なのか検討してま
いりたいと思います。

産業観光部
農政担当部長

⑥その他
　Ｈ29.8.2現場確認を行った所、こん談内容が地
域防災に係る内容でありましたので、自治会並び
に各区で対応いただくことになりました。

11 馬路町
丹波畜産豚舎内へのカラスの檻の
設置について

　カラスの駆除については、大変お世話になっております。平成２７年度で約２００
羽、平成２８年度で約３００羽の駆除をお世話になっているところです。市内全体でも
約４５０羽となりますので大多数が馬路町で駆除していただいていることとなっており
ます。
　丹波畜産の関係については６月１９日に環境整備委員会を開催させていただき、
自治会長にも現場を見ていただくとともに、実質的な経営者にも会議に出ていただ
き、カラスの駆除の対策をしていただくよう申し入れを行っているところです。日吉の
豚舎で先進的な取り組みがあり、職員に視察させておりますので、丹波畜産に情報
提供できればと考えておりますので、すぐに檻を設置はできませんがよろしくお願い
いたします。

産業観光部
農政担当部長

①実施 　こん談会での回答のとおりです。

12 馬路町
三ツ辻区の防犯灯のLED化につい
て

　三ツ辻区の防犯灯につきましては、市で管理しております。現在８３灯防犯灯があ
り、内１２灯がLEDとなっています。灯具が傷んだ場合にLEDに取り換えているのが現
状であり計画的な交換は考えておりませんが、馬路町全体のLED化とあわせまして
取り替えを検討していきたいと思います。

土木建築部長 ①実施 　２灯交換しました。

9 馬路町
三ツ辻区内に放置されている土地
の臭気について
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